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（１）景観法 

景観法に、行為の制限について、以下の様に定められています。以下は、景観法の「行為の制限」に関する事項

について抜粋しています。 

景観法（一部抜粋） 
第二章 景観計画及びこれに基づく措置 
第一節 景観計画の策定等 
（景観計画） 
第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を

形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地（水面を含む。以下この項、第十一条及び第

十四条第二項において同じ。）の区域について、良好な景観の形成に関する計画（以下「景観計画」という。）

を定めることができる。  
一 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域  
二 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められ

る土地の区域  
三 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要がある

と認められるもの  
四 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域で

あって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの  
五 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の区域  

２ 景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一 景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  
二 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針  
三 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  
四 第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内

にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
五 次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの  

イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 
ロ 当該景観計画区域内の道路法 （昭和二十七年法律第百八十号）による道路、河川法 （昭和三十九年法律

第百六十七号）による河川、都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）による都市公園、海岸保全区

域等（海岸法 （昭和三十一年法律第百一号）第二条第三項 に規定する海岸保全区域等をいう。以下同じ。）

に係る海岸、港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八号）による港湾、漁港漁場整備法 （昭和二十五年法

律第百三十七号）による漁港、自然公園法 による公園事業（国又は同法第十条第二項 に規定する公共団

体が執行するものに限る。）に係る施設その他政令で定める公共施設（以下「特定公共施設」と総称する。）

であって、良好な景観の形成に重要なもの（以下「景観重要公共施設」という。）の整備に関する事項 
ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必要なもの 

（１）道路法第三十二条第一項 又は第三項 の許可の基準 
（２）河川法第二十四条 、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項（これらの規定を同法第

百条第一項 において準用する場合を含む。）の許可の基準 

関連法令の抜粋 
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（３）都市公園法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項 の許可の基準 
（４）海岸法第七条第一項 、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の五の許可の基準 
（５）港湾法第三十七条第一項 の許可の基準 

ニ 第五十五条第一項 の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 
ホ 自然公園法第二十条第三項 、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可（政令で定める行為に係る

ものに限る。）の基準であって、良好な景観の形成に必要なもの（当該景観計画区域に国立公園又は国定

公園の区域が含まれる場合に限る。） 
六 その他国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定める事項  

３ 前項第三号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならない。  
一 第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべき

行為  
二 次に掲げる制限であって、第十六条第三項若しくは第六項又は第十七条第一項の規定による規制又は措置の

基準として必要なもの  
イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同じ。）の形態又は色彩その他の意匠（以下「形態意匠」という。）

の制限 
ロ 建築物又は工作物の高さの 高限度又は 低限度 
ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の 低限度 
ニ その他第十六条第一項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限 
 
―中略― 
 

第二節 行為の制限等 
（届出及び勧告等）  
第十六条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令（第四号に掲

げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。）で定めるところにより、行為の

種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け

出なければならない。  
一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以

下「建築等」という。）  
二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以

下「建設等」という。）  
三 都市計画法第四条第十二項 に規定する開発行為その他政令で定める行為  
四 前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観

行政団体の条例で定める行為  
２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとする

ときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。  
３ 景観行政団体の長は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定めら

れた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関

し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。  
４ 前項の勧告は、第一項又は第二項の規定による届出のあった日から三十日以内にしなければならない。 
５ 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第一項の届出をすることを要し

ない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、

あらかじめ、景観行政団体の長にその旨を通知しなければならない。  
６ 景観行政団体の長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるとき

は、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に定められた当該行為について
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の制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。  
７ 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。  

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの  
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為  
三 景観重要建造物について、第二十二条第一項の規定による許可を受けて行う行為  
四 景観計画に第八条第二項第五号ロに掲げる事項が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為  
五 景観重要公共施設について、第八条第二項第五号ハ（１）から（６）までに規定する許可（景観計画にその

基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為  
六 第五十五条第二項第一号の区域内の農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規

定する農用地区域をいう。）内において同法第十五条の二第一項の許可を受けて行う同項に規定する開発行為  
七 国立公園又は国定公園の区域内において、第八条第二項第五号ホに規定する許可（景観計画にその基準が定

められているものに限る。）を受けて行う行為  
八 第六十一条第一項の景観地区（次号において「景観地区」という。）内で行う建築物の建築等  
九 景観計画に定められた工作物の建設等の制限のすべてについて第七十二条第二項の景観地区工作物制限条例

による制限が定められている場合における当該景観地区内で行う工作物の建設等  
十 地区計画等（都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。以下同じ。）の区域（地区整備計画（同

法第十二条の五第二項第三号 に規定する地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。）、特定建築

物地区整備計画（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 （平成九年法律第四十九号）第三

十二条第二項第二号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。）、防災街

区整備地区整備計画（同法第三十二条第二項第三号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第七十六

条第一項において同じ。）、歴史的風致維持向上地区整備計画（地域における歴史的風致の維持及び向上に関

する法律 （平成二十年法律第四十号）第三十一条第二項第四号 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計

画をいう。第七十六条第一項において同じ。）、沿道地区整備計画（幹線道路の沿道の整備に関する法律 （昭

和五十五年法律第三十四号）第九条第二項第二号 に規定する沿道地区整備計画をいう。第七十六条第一項に

おいて同じ。）又は集落地区整備計画（集落地域整備法 （昭和六十二年法律第六十三号）第五条第三項 に規

定する集落地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。）が定められている区域に限る。）内で行

う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築又は増築その他の政令で定める行為  
十一 その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為  

 
（変更命令等）  
第十七条 景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、特定届出対象行為（前条第

一項第一号又は第二号の届出を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定めるものをいう。第七項

及び次条第一項において同じ。）について、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に

適合しないものをしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当

該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、前

条第三項の規定は、適用しない。  
２ 前項の処分は、前条第一項又は第二項の届出をした者に対しては、当該届出があった日から三十日以内に限り、

することができる。  
３ 第一項の処分は、前条第一項又は第二項の届出に係る建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠が政令

で定める他の法令の規定により義務付けられたものであるときは、当該義務の履行に支障のないものでなければ

ならない。  
４ 景観行政団体の長は、前条第一項又は第二項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、

その他第二項の期間内に第一項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、九十日を超えない範囲

でその理由が存続する間、第二項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、前条

第一項又は第二項の届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。  
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５ 景観行政団体の長は、第一項の処分に違反した者又はその者から当該建築物又は工作物についての権利を承継し

た者に対して、相当の期限を定めて、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合させるた

め必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要

な措置をとることを命ずることができる。  
６ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状回復等」という。）を

命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、景

観行政団体の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者

にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及び

その期限までに当該原状回復等を行わないときは、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委任した者が当

該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。  
７ 景観行政団体の長は、第一項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置をとることを命

ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は景観行政団体の職員に、当

該建築物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に立ち入り、特定届出対象行為の実施状況を検査させ、若しく

は特定届出対象行為が景観に及ぼす影響を調査させることができる。  
８ 第六項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の規定により立入検査又は立入調査をする者は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。  
９ 第七項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  
 
（行為の着手の制限）  
第十八条 第十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から三十

日（特定届出対象行為について前条第四項の規定により同条第二項の期間が延長された場合にあっては、

その延長された期間）を経過した後でなければ、当該届出に係る行為（根切り工事その他の政令で定める

工事に係るものを除く。第百二条第四号において同じ。）に着手してはならない。ただし、特定届出対象

行為について前条第一項の命令を受け、かつ、これに基づき行う行為については、この限りでない。  
２ 景観行政団体の長は、第十六条第一項又は第二項の規定による届出に係る行為について、良好な景観の形成に支

障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。  
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（２）景観法施行令（平成 16 年 12 月 15 日政令第 398 号） 

景観法施行令に、行為の制限について、以下の様に定められています。以下は、景観法施行令の「行為の制限」

に関する事項について抜粋しています。 

 
景観法施行令（一部抜粋） 
（景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準）  
第四条 法第八条第三項第一号 の届出を要する行為に係る同項 の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当

する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制限する必要があると認められるも

のを定めることとする。  
一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更  
二 木竹の植栽又は伐採  
三 さんごの採取  
四 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十七号）第二条

第一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）、再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成三

年法律第四十八号）第二条第四項 に規定する再生資源をいう。以下同じ。）その他の物件の堆積  
五 水面の埋立て又は干拓  
六 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件（屋外にあるも

のに限る。）の外観について行う照明（以下「特定照明」という。）  
七 火入れ  
 

（景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準）  
第五条 法第八条第三項第二号の制限に係る同項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。  

一 建築物の建築等（法第十六条第一項第一号 に規定する建築等をいう。以下同じ。）又は工作物（建築物を除

く。以下同じ。）の建設等（同項第二号 に規定する建設等をいう。以下同じ。）の制限は、次に掲げるものに

よること。  
イ 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資す

るものとなるように定めること。この場合において、当該制限は、建築物又は工作物の利用を不当に制限

するものではないように定めること。 
ロ 建築物若しくは工作物の高さの 高限度若しくは 低限度又は壁面の位置の制限若しくは建築物の敷地

面積の 低限度は、建築物又は工作物の高さ、位置及び規模が一体として地域の特性にふさわしいものと

なるように定めること。 
二 都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第十二項に規定する開発行為（以下単に「開発行為」という。）

の制限は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、切土若しくは盛土によって生

じる法の高さの 高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の 低限度又は木竹の保全若し

くは適切な植栽が行われる土地の面積の 低限度について定めること。  
三 法第十六条第一項第四号 に掲げる行為の制限は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならない

ように、制限する行為ごとに必要な行為の方法又は態様について定めること。  
 

―中略― 
 

（届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為）  
第八条 法第十六条第七項第一号 の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。  

一 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等  
二 仮設の工作物の建設等  
三 次に掲げる木竹の伐採  
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イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 
ニ 仮植した木竹の伐採 
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 
四 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為  
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの 

（１）建築物の建築等 
（２）工作物（当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物を除く。）

の建設等 
（３）木竹の伐採 
（４）屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積（国土交通省令で定める高さのものを除く。） 
（５）特定照明 

ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの 
（１）建築物の建築等 
（２）高さが一・五メートルを超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の建設等 
（３）用排水施設（幅員が二メートル以下の用排水路を除く。）又は幅員が二メートルを超える農道若しく

は林道の設置 
（４）土地の開墾 
（５）森林の皆伐 
（６）水面の埋立て又は干拓 
 

（届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為）  
第九条 法第十六条第七項第十号 の政令で定める行為は、法第八条第三項第二号 の制限で景観計画に定められたも

ののすべてが法第十六条第七項第十号 の地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計

画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において定められている場

合における同号 の地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築若しくは増築、工

作物の新設、改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更とする。  
 
（届出を要しないその他の行為）  
第十条 法第十六条第七項第十一号 の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。  

一 景観計画に定められた開発行為又は第二十一条各号に掲げる行為の制限のすべてについて法第七十三条第一

項 又は第七十五条第二項 の規定に基づく条例で第二十二条第三号イ又はロ（第二十四条において準用する

場合を含む。）の制限が定められている場合におけるこれらの条例の規定による許可又は協議に係る行為  
二 景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建設等の制限のすべてについて法第七十五条第一項 の

規定に基づく条例で第二十三条第一項第一号の制限が定められている場合における当該準景観地区内で行う

建築物の建築等又は工作物の建設等  
三 文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）第四十三条第一項 若しくは第百二十五条第一項の許可若

しくは同法第八十一条第一項 の届出に係る行為、同法第百六十七条第一項 の通知に係る同項第六号 の行為

若しくは同法第百六十八条第一項 の同意に係る同項第一号 の行為又は文化財保護法施行令 （昭和五十年政

令第二百六十七号）第四条第二項 の許可若しくは同条第五項 の協議に係る行為  
四 屋外広告物法 （昭和二十四年法律第百八十九号）第四条 又は第五条 の規定に基づく条例の規定に適合する

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置  
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（変更命令等においてその履行に支障のないものとしなければならない形態意匠に係る義務を定めている他の法令

の規定） 
第十一条 法第十七条第三項の政令で定める他の法令の規定は、次に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命

令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものとする。 
一 軌道法（大正十年法律第七十六号）第十四条 
二 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第十条第四項 及び第十七条第一項 
三 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第十一条第二項 及び第十二条第三項 
四 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第六十八条第五項 （同法第七十五条第三項において準用する

場合を含む。） 
五 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第四十六条第一項 
六 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第三十九条第一項第一号、第五十一条第一項、第二項（同法第

五十五条の二第三項において準用する場合を含む。）及び第三項並びに第五十一条の二第一項及び第二項 
七 有線電気通信法（昭和二十八年法律第九十六号）第五条（同法第十一条 において準用する場合を含む。） 
八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第七条第一項、

第十六条の二第一項及び第三十七条 
 

（行為着手の制限の例外となる工事）  
第十二条 法第十八条第一項 、第六十三条第四項及び第六十六条第四項の政令で定める工事は、根切り工事、山留

め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。  
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（３）建築基準法（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） 

建築基準法に、工作物について、以下の様に定められています。以下は、建築基準法施行令の「工作物」に関す

る事項について抜粋しています。 

建築基準法（一部抜粋） 
（用語の定義）  
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含

む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、

店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに

跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものと

する。  
 
―中略― 
 
（工作物への準用）  
第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォー

ターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項において「昇降

機等」という。）については、第三条、第六条（第三項及び第五項から第十二項までを除くものとし、

第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の

ものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二（第三項から第八項までを除く。）、

第六条の三（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七

条の五（第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで、

第十二条第五項（第四号を除く。）及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条（第四項から第十

一項まで及び第二十二項を除く。）、第二十条、第二十八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定

めるものに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及

び昇降機に係る部分に限る。）、第三十七条、第四十条、第三章の二（第六十八条の二十第二項について

は、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第二十

八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第八

十六条の七第二項（第二十条に係る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、前条、次条並びに第九十条の

規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで及び第十八条第二十二項の

規定を準用する。この場合において、第二十条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。  
２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条（第三項及び第五

項から第十二項までを除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に

限る。）、第六条の二（第三項から第八項までを除く。）、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、

第十一条、第十二条第五項（第四号を除く。）及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条（第四項から第

十一項まで及び第十七項から第二十一項までを除く。）、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、

第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項（第四十八条

第一項から第十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項から第十三

項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部

分に限る。）、第八十七条第三項（第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六

十八条の二第一項に係る部分に限る。）、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定

を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第

六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。 
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（４）建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） 

建築基準法施行令に、工作物について、以下の様に定められています。以下は、建築基準法施行令の「工作物」

に関する事項について抜粋しています。 

建築基準法施行令（一部抜粋） 
第九章 工作物  
（工作物の指定）  
第百三十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令

で指定するものは、次に掲げるもの（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。）

とする。  
一 高さが六メートルを超える煙突（支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除

く。）  
二 高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの（旗ざお並び

に架空電線路用並びに電気事業法第二条第一項第十号に規定する電気事業者及び同項第十二号に規定する卸

供給事業者の保安通信設備用のものを除く。）  
三 高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの  
四 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの  
五 高さが二メートルを超える擁壁  

２ 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項 の規定により政令で

指定するものは、次の各号に掲げるものとする。  
一 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの（一般交通の用に供するものを除く。）  
二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設  
三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機

を使用するもの  
３ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項 の規定により政令で指定するものは、次に掲

げる工作物（土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号

に掲げるもので建築物の敷地（法第三条第二項 の規定により法第四十八条第一項 から第十三項 までの規定の

適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地をいう。）と同一の敷地内にあ

るものを除く。）とする。  
一 法別表第二(り)項第三号（十三）又は（十三の二）の用途に供する工作物で用途地域（準工業地域、工業地

域及び工業専用地域を除く。）内にあるもの及び同表(ぬ)項第一号（二十一）の用途に供する工作物で用途地

域（工業地域及び工業専用地域を除く。）内にあるもの  
二 自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの  

イ 築造面積が五十平方メートルを超えるもので第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内に

あるもの（建築物に附属するものを除く。） 
ロ 築造面積が三百平方メートルを超えるもので第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第

一種住居地域又は第二種住居地域内にあるもの（建築物に附属するものを除く。） 
ハ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一

敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が

六百平方メートル（同一敷地内にある建築物（自動車車庫の用途に供する部分を除く。）の延べ面積の合

計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計）を超えるもの（築造面積が五十平方

メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。） 
ニ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもの

で次の（１）又は（２）のいずれかに該当するもの 
（１） 築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積

の合計を加えた値が二千平方メートルを超えるもの 
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（２） 築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築

造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の

延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにハの規定により算定される自動車車

庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの 
ホ 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に

同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた

値が三千平方メートル（同一敷地内にある建築物（自動車車庫の用途に供する部分を除く。）の延べ面積

の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計）を超えるもの（築造面積が三百

平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。） 
ヘ 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属する

もので次の（１）又は（２）のいずれかに該当するもの 
（１）築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の

合計を加えた値が一万平方メートルを超えるもの 
（２）築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造

面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延

べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにホの規定により算定される自動車車庫

の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの 
ト 第一種住居地域又は第二種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築

物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある

建築物（自動車車庫の用途に供する部分を除く。）の延べ面積の合計を超えるもの（築造面積が三百平方

メートル以下のもの及びチに掲げるものを除く。） 
チ 第一種住居地域又は第二種住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので、築造面積に同一

公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告

対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた

値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにトの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築

造面積の上限の値を合算した値を超えるもの 
三 高さが八メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類

するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地

域内にあるもの  
四 前項各号に掲げる工作物で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地

域内にあるもの  
五 汚物処理場、ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区

域又は準都市計画区域（準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又

は第一種中高層住居専用地域に限る。）内にあるもの  
六  特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第八十八条第二項 において準用する法

第四十九条の二 の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの  
（工作物に関する確認の特例）  
第百三十八条の二 法第八十八条第一項 において準用する法第六条の三第一項 の規定により読み替えて適用され

る法第六条第一項 の政令で定める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に

掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定（こ

れらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が、法第八十八条第一項 において準用する法第六

十八条の十第一項 の認定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。）とする。  
（煙突及び煙突の支線）  
第百三十九条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突（以下この条において単に「煙

突」という。）に関する法第八十八条第一項 において読み替えて準用する法第二十条 の政令で定め
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る技術的基準は、次のとおりとする。  
一 次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるもの

として国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。  
イ 高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線

を要しない構造とすること。 
ロ 鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とするこ

と。 
ハ 陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。 

（１）管と管とをセメントモルタルで接合すること。 
（２）高さが十メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設

けて、これに緊結すること。 
（３）高さが十メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、こ

れに緊結すること。 
ニ 組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。 

ホ 煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工

作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。 
二 次項から第四項までにおいて準用する規定（第七章の八の規定を除く。）に適合する構造方法を用いること。  
三 高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分

に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて

安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。  
四 高さが六十メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合するこ

と。  
イ 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。 
ロ 前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣

の認定を受けたものであること。 
２ 煙突については、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用する。  
３ 第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に

規定するもののほか、耐久性等関係規定（第三十六条、第三十六条の二、第四十一条、第四十九条、第七十条及

び第七十六条（第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。）の規定を除く。）を準用する。  
４ 前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から第三十九条まで、

第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節（第七十条を除く。）、第六節（第七十六条から第七十八条の二ま

でを除く。）及び第六節の二（第七十九条の四（第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。）

を除く。）、第八十条（第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する

部分に限る。）並びに第八十条の二の規定を準用する。  
（鉄筋コンクリート造の柱等）  
第百四十条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項 

において読み替えて準用する法第二十条 の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて

準用する規定（第七章の八の規定を除く。）に適合する構造方法を用いることとする。  
２ 前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号の規定を

準用する。  
３ 第一項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大

臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定（第三十六

条、第三十六条の二、第四十九条、第七十条、第七十六条（第七十九条の四及び第八十条において準用する場合

を含む。）並びに第八十条において準用する第七十二条、第七十四条及び第七十五条の規定を除く。）を準用する。  
４ 第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三
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十六条の三から第四十一条まで、第四十七条、第三章第五節（第七十条を除く。）、第六節（第七十六条から第七

十八条の二までを除く。）及び第六節の二（第七十九条の四（第七十六条から第七十八条の二までの準用に関す

る部分に限る。）を除く。）並びに第八十条の二の規定を準用する。  
（広告塔又は高架水槽等）  
第百四十一条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八

十八条第一項 において読み替えて準用する法第二十条 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとす

る。  
一 国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その

主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。  
二 次項から第四項までにおいて準用する規定（第七章の八の規定を除く。）に適合する構造方法を用いること。  

２ 前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号

の規定を準用する。  
３ 第一項に規定する工作物のうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国

土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定（第

三十六条、第三十六条の二、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十

六条までの規定を除く。）を準用する。  
４ 第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三

十六条の三から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六

節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。  
（擁壁）  
第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁（以下この条において単に「擁

壁」という。）に関する法第八十八条第一項 において読み替えて準用する法第二十条 の政令で定め

る技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防

止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。  
一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。  
二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。  
三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類

するものを詰めること。  
四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を除く。）に適合する構造方法

を用いること。  
五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有する

こと。  
２ 擁壁については、第三十六条の三から第三十九条まで、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第

七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二

条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。）、第八十条の二及

び第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を準用する。  
（乗用エレベーター又はエスカレーター）  
第百四十三条 第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第

一項 において読み替えて準用する法第二十条 の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までに

おいて準用する規定（第七章の八の規定を除く。）に適合する構造方法を用いることとする。  
２ 前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、

第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。  
３ 第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第百三十九条第一項第三

号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するも

ののほか、耐久性等関係規定（第三十六条、第三十六条の二、第四十一条、第四十九条並びに第八十条において
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準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。）を準用する。  
４ 第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第二

項に規定するもののほか、第三十六条の三から第三十九条まで、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第

八十条の二の規定を準用する。  
（遊戯施設）  
第百四十四条 第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設（以下この条において単に「遊戯施設」とい

う。）に関する法第八十八条第一項 において読み替えて準用する法第二十条 の政令で定める技術的

基準は、次のとおりとする。  
一 かご、車両その他人を乗せる部分（以下この条において「客席部分」という。）を支え、又は吊る構造上主要

な部分（以下この条において「主要な支持部分」という。）のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部

分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。  
イ 構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 
ロ 高さが六十メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な

支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造

計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。 
ハ 高さが六十メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の（１）又は（２）のいずれ

かに適合するものであること。 
（１） 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。 
（２） ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交

通大臣の認定を受けたものであること。 
二 軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とする

こと。  
三 遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。  

イ 走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させな

いものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである

こと。 
ロ 客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのない

構造であること。 
ハ 客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。 

四 動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受けるおそれのある事故が発

生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。  
五 前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突すること

なく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた

ものとすること。  
六 前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるも

のとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。  
七 次項において読み替えて準用する第百二十九条の四（第一項第一号イを除く。）及び第百二十九条の五第一項

の規定に適合する構造方法を用いること。  
２ 遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部

分については第百二十九条の四（第一項第一号イを除く。）及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。こ

の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 
第百二十九条の四の見出し、同条

第一項（第二号を除く。）、第二項

第三号及び第四号並びに第三項

エレベーター 遊戯施設 
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（第五号を除く。）並びに第百二十

九条の五の見出し及び同条第一項 
第百二十九条の四 かご 客席部分 
第百二十九条の四第一項 構造上主要な部分（ 構造上主要な部分（摩損又は疲労

破壊を生ずるおそれのある部分に

限る。 
第百二十九条の四第一項第一号ロ 昇降に 走行又は回転に 
第百二十九条の四第一項第一号ロ

及び第二項第二号 
通常の昇降時 通常の走行又は回転時 

第百二十九条の四第一項第二号 エレベーター、油圧エレベーター

その他国土交通大臣が定めるエレ

ベーター 

遊戯施設その他国土交通大臣が定

める遊戯施設 

 前号イ及びロ 前号ロ 
第百二十九条の四第一項第二号及

び第二項 
エレベーター強度検証法 遊戯施設強度検証法 

第百二十九条の四第一項第三号 第一号イ及びロ 第一号ロ 
第百二十九条の四第二項 、エレベーター 、遊戯施設 
第百二十九条の四第二項第一号 次条に規定する荷重 次条第一項に規定する固定荷重及

び国土交通大臣が定める積載荷重 
第百二十九条の四第二項第二号 昇降する 走行し、又は回転する 
 次条第二項に規定する 国土交通大臣が定める 
第百二十九条の四第三項第五号 エレベーターで昇降路の壁の全部

又は一部を有しないもの 
遊戯施設 

 
（型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定）  
第百四十四条の二 法第八十八条第一項 において準用する法第六十八条の十第一項 に規定する政令で定める工作

物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項 
において準用する法第六十八条の十第一項 に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連

の規定の欄の当該各項に掲げる規定（これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。）

とする。 
 工作物の部分 一連の規定 
（一） 乗用エレベーターで観光のためのもの（一般

交通の用に供するものを除く。）の部分で、

昇降路及び機械室以外のもの 

イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十

八条の二（第三号を除く。）及び法第三十七条の規定 
ロ 第百四十三条第二項（第百二十九条の三、第百

二十九条の四（第三項第五号を除く。）、第百二十九

条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八及び

第百二十九条の十の規定の準用に関する部分に限

る。）の規定 
（二） エスカレーターで観光のためのもの（一般交

通の用に供するものを除く。）の部分で、ト

ラス又ははりを支える部分以外のもの 

イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十

八条の二（第三号を除く。）及び法第三十七条の規定 
ロ 第百四十三条第二項（第百二十九条の三及び第

百二十九条の十二（第一項第一号を除く。）の規定の

準用に関する部分に限る。）の規定 
（三） ウォーターシュート、コースターその他これ

らに類する高架の遊戯施設又はメリーゴー

ラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その

他これらに類する回転運動をする遊戯施設

イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十

八条の二（第三号を除く。）及び法第三十七条の規定 
ロ 前条第一項（同項第一号イ及び第六号にあつて

は、国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定
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で原動機を使用するものの部分のうち、か

ご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支

え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止

め装置の部分 

する構造方法に係る部分に限る。）の規定 

 
（製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等）  
第百四十四条の二の二 第百三十八条第三項第一号から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条（法第四

十八条第一項 から第十三項 までに係る部分に限る。）、第百三十七条の七、第百三十七

条の十二第四項及び第百三十七条の十八第二項（第三号を除く。）の規定を準用する。この

場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造

面積」と読み替えるものとする。  
（処理施設）  
第百四十四条の二の三 第百三十八条第三項第五号に掲げるもの（都市計画区域内にあるものに限る。）については、

第百三十条の二の三（第一項第一号及び第四号を除く。）及び第百三十七条の十二第二項（法

第五十一条 に係る部分に限る。）の規定を準用する。  
（特定用途制限地域内の工作物）  
第百四十四条の二の四 第百三十八条第三項第六号に掲げるものについては、第百三十条の二の規定を準用する。  
２  第百三十八条第三項第六号に掲げるものについての法第八十八条第二項 において準用する法第八十七条第三

項 の規定によつて法第四十九条の二 の規定に基づく条例の規定を準用する場合における同項第二号 に規定す

る類似の用途の指定については、当該条例で定めるものとする。  
 
 


